
成年後見制度のご案内
こんな方がご家族やご近所にいませんか？

悪徳商法や詐欺の
被害に遭うのではないか

と心配です

成年後見制度の利用を検討してみませんか

家庭裁判所の選任した成年後見人等が本人に代わって、

お住まいの市町村の中核機関（別紙）、福祉担当課、地域包括支援センター
岩手弁護士会（電話０１９-６５１-５０９５）
成年後見センター・リーガルサポート岩手支部（電話０１９-６５３-６１０１）
岩手県社会福祉士会（電話０１９-６４８-１４１１）
盛岡家庭裁判所（電話０１９-６２２-３１６５）

家裁支部（花巻、二戸、遠野、宮古、一関、水沢）
家裁出張所（久慈、大船渡）

ご相談はこちら

成年後見制度ご利用までの流れ

相 談

申 立 て

審理・審判

後見の開始

重い認知症や知的障がい、
精神障がいなどで判断能力に

不安があります

財産の管理や売買の
契約が自分では
出来ないようです

本人の権利や財産を守ります

福祉サービスの契約や不動産の売買等の
法律行為や、財産の管理をしたり、

別紙及び下記の関係機関にお気軽にご相談ください

後見人等の同意を得ないで行った
不利益な行為を取り消すことにより、

家庭裁判所に、本人、配偶者又は４親等内の親族か、市町村長等が成年
後見の申立てをします。（申立費用がかかります。）

ご本人の状況やご家族の意向を調査し、成年後見任等を選任します。

成年後見人等が契約などの必要な代理行為を行い、
それを家庭裁判所が監督します。
(後見人等への報酬がかかります。） ひとりで決めることができる方も、

将来のために「任意後見人」を決めて
おくことができます



【別紙】お住まいの市町村の中核機関一覧

盛岡広域成年後見センター・・・・・・・・ ０１９－６２６－６１１２
盛岡市 滝沢市 雫石町 矢巾町 紫波町 岩手町

釜石市 遠野市 大槌町
釜石・遠野地域成年後見センター・・・・・ ０１９３－２７－９９１０

(釜石市社会福祉協議会内)

カシオペア権利擁護支援センター・・・・・ ０１９５－４３－３０４２
二戸市 一戸町 軽米町 九戸村

八幡平市
八幡平市成年後見センター・・・・・・・・ ０１９５－７４－２１１１

(八幡平市役所内)
葛巻町
葛巻町成年後見センター・・・・・・・・・ ０１９５－６５－８９９２

(葛巻町役場内)
北上市
北上市権利擁護支援センター・・・・・・・ ０１９７－７２－８３２４

(北上市役所内)
西和賀町
西和賀町あんしんサポートセンター・・・・ ０１９７－８４－２１６１

(西和賀町社会福祉協議会内)

久慈地域成年後見センター・・・・・・・・ ０１９４－６１－３７４１
(久慈市社会福祉協議会内)

久慈市 洋野町 野田村 普代村

奥州金ケ崎地域権利擁護あんしんセンター・ ０１９７－２５－７１７１
(奥州市社会福祉協議会内)

奥州市 金ケ崎町

宮古圏域成年後見センター・・・・・・・・ ０１９３－６４－５０５１
(宮古市社会福祉協議会内）

宮古市 山田町 岩泉町 田野畑村

花巻市
花巻市成年後見中核機関・・・・・・・・・ ０１９８－４１－３５７６

(花巻市役所内)

大船渡市 陸前高田市 住田町
気仙地区成年後見センター・・・・・・・・ ０１９２－２７－０００１

(大船渡市社会福祉協議会内)

一関市 平泉町
一関地方成年後見支援センター・・・・・・ ０１９１－２１－８３７０

(一関市役所内)


